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中央労基協 令和４年１１月

１１月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペ

ーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止すること

の重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年 月に実施しています。

月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、

「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導や

セミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行い

ます。

「過労死等防止啓発月間」 を縮小にて貼付

「発行所」枠 通常入れていただいているもの
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＊　中央労働基準協会支部ホームページの会員専用パスワードは、「toukirenchuo」です
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『労働保険相談チャット』を公開しました

令和 年 月

厚生労働省 労働基準局 労働保険徴収課 業務係
電話 （内線： ）

労働保険制度に関するお問い合わせに、チャットボット（※ ）が自
動で対応する対話形式のサービスを、下記の通り開始しております。
厚生労働省ホームページから『労働保険相談チャット』にアクセス

することで、労働保険制度（※2）の知りたい情報を 時間 日（※3）、
素早く、簡単に 取得することが可能です。
※1：チャットボットとは、“チャット”と“ロボット“を組み合わせた言葉で、 （人工知能）によりロボットが

自動的に対話型のコミュニケーションを行うツールのことを指します。
※2：「年度更新関係」「電子申請関係」に加えて、今後、対象業務を順次追加する予定です。
※3：メンテナンス期間を除きます。

お問い合わせ先

概要
チャットの入口

現在、以下のページ等に、チャットを起動するため
のバナー（ボタン）を設置しております。

チャットの起動
下図の通りバナーをクリックしていただくことで、
チャット窓が立ち上がります。

 「労働保険相談チャット」ご利用案内

 労働保険の適用・徴収

お持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットで
ページを開くと、画面右下にバナーが表示されます。

ご利用方法
同意事項

冒頭の同意事項を確認された上で、
「はい」を押して下さい。

クリック

チャットが起動

照会の進行
案内に沿ったカテゴリ選択、また
はフリー質問入力が可能です。

回答確認・評価
表示された回答をご確認ください。
併せて評価もお願い致します。

カテゴリ選択

フリー質問入力

同意事項

回答表示

回答評価
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※講習等の日程及び内容に関しましては、変更になる場合がございますので、ご了承ください。（その他安全衛生・人事労務講習等は、一部【案】を含みます。）

※講習会場は、原則、中労基協ビル４階ホールです。

※受講料、テキスト代は消費税を含んだ金額となっております。テキスト代は改訂により変更となる場合があります。

※会員とは、東基連本部・支部（中央・上野・王子・足立荒川・亀戸・江戸川・八王子・立川・青梅及び三鷹の各労働基準協会支部）会員をいいます。

中央労働基準協会支部　講習会開催予定〔令和4年11月～令和5年3月〕

　講習名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　               　　　　　　　　　　　月　　日

リスクアセスメント担当者研修
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技
能
講
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法
定
講
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等
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受
験
準
備
講
習

衛生管理者試験受験準備講習

労働基準法等実務講座【2回セット】
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新たに選任された衛生管理者のためのセミナー（日程未定）
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「労働保険相談チャット」ご利用案内

厚生労働省では、労働保険制度の質問に自動で応答する「労働保険相談チャット」を公開しています。

労働保険制度について質問したいことを、メニューから選択するか文字で自由に入力していただくとプログラムが

自動応答します。土日、夜間でもご利用いただけます。 メンテナンス時間を除く

「労働保険相談チャット」 の「概要」を貼付
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厚生労働省では、労働保険制度の質問に自動で応答する「労働保険相談チャット」を公開しています。

労働保険制度について質問したいことを、メニューから選択するか文字で自由に入力していただくとプログラムが

自動応答します。土日、夜間でもご利用いただけます。 メンテナンス時間を除く
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2 3


